
八街市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画策定支援業務 

プロポーザル実施要綱 

 
本実施要綱は、八街市環境基本計画について、八街市環境基本条例に定める環境保全の基

本理念に基づき、環境の保全に関する長期的な目標、施策の方向について定めるとともに、
政府が宣言した２０５０年カーボンニュートラルに向け、地球温暖化対策の推進に関する
法律に基づく「八街市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」及び気候変動適応法に基づ
く「八街市地域気候変動適応計画」を包含する計画とするものです。 
 
１ 業務委託の概要 

(１)委託業務名 
    八街市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画策定支援業務 

(２)委託業務場所 
八街市八街ほ３５番地２９（八街市役所経済環境部環境課） 

(３)業務内容 
別添「八街市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画策定支援業務仕様書」の 
とおりとする。 

(４)履行期限 
契約締結の翌日から令和８年３月２５日まで 

但し、八街市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画策定支援業務中、 
『地球温暖化対策実行計画（区域施策編）』については、令和７年１月２０日 
までに完了することとする。 

(５)業務上限額 
令和６年度  ７，９２８，０００円 

  令和７年度  ５，１８１，０００円 
  ※（消費税及び地方消費税を含む） 

(６)支払特約 
前払い金 無  部分払い 有(１回) 

 
２ 選定方法 
   公募型プロポーザル方式 
 

 
 



３ プロポーザル参加資格  
参加者は、参加申込書提出から受託候補者の決定までの間に次に掲げる参加資格を満た

す者とする。 
（１）過去５年以内（平成３１年４月１日以降） に国、自治体の環境基本計画及び地球温

暖化対策実行計画（区域施策編）、地域気候変動適応計画策定に関する業務を受託し、
完了した実績があること 

（２）八街市の入札参加資格者名簿の大分類「調査・計画」、中分類「環境計画」に登録し
ていること 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に基づく入札参
加排除の認定に関する要領（昭和５８年訓令第２３号）による入札参加の資格制限に該
当しない者  

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされて
いる者（構成手続開始の決定を受けた者を含む。）、又は民事再生法（平成１１年法律第
２２５号）に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者（再生手続開始の決定を
受けた者を含む。）でないこと  

（５）八街市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止措置、又は八街市建設
工事等暴力団対策措置要綱（平成１９年告示第１００号）に基づく指名除外措置を受け
ていない者、並びに八街市暴力団排除条例（平成２４年条例第１７号）に基づく暴力団
員等又は暴力団若しくは暴力団密接関係者と認められる者でないこと  

（６）国税、都道府県税及び市町村税の滞納がないこと  
（７）本要綱の公表日から起算して前２年以内に手形交換所による取引停止処分を受けて

いない者又は前６か月以内に手形もしくは小切手の不渡り事故を出していない者 
 
４ 失格要件  

参加申込書を提出してから受託者が決定されるまでの間に、次のいずれかに該当し 
たしたときは、失格または審査の対象より除外します。 
（１）参加資格の要件を満たさないこととなったとき  
（２）記載すべき事項の全部または一部が記載されていないとき  
（３）参加表明書または業務提案書等に虚偽の内容が記載されているとき  
（４）参加表明書を提出後、業務提案書提出の期間内に書類が提出されなかったとき  
（５）受託候補者が不渡手形または不渡小切手を出したとき  
（６）会社更生法の適用申請等により契約履行が困難と認められる状態に至ったとき  
（７）審査の公平性に影響を与える行為があったとき  
（８）著しく信義に反する行為があったとき 
 
 



５ 公募型プロポーザル方式への参加申込手続 
（１）資料の交付 

本プロポーザルに係る資料等は、八街市ホームページ（環境課）から 
ダウンロードすること。 

 アドレス：https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/21/ 
（２）提出書類 

①参加表明書（様式１）  
・代表者印を押印の上、提出すること 
②会社概要及び実績報告書（様式２）  
・会社概要が分かる資料（パンフレットなど）がある場合は添付すること 
・実績報告書は、過去５年以内（平成３１年度～ 令和５年度）に受託した同種又 

類似業務について、完了年度が直近のものから記載すること  
・主な業務経歴が５件以上ある場合は、同種業務を優先的に記載すること  
・実績ごとの契約書の写し（受注実績が確認できるもので、契約名がわかる部分の 

でよい）を添付すること 
③配置予定技術者の経歴等（様式３）  
・技術者の資格等が証明できる書類の写しを添付すること  
・主な業務経歴は、過去５年以内（平成３１年度～ 令和５年度）に携わった同種 

又は類似業務について、完了年度が直近のものから記載すること  
・主な業務経歴が５件以上ある場合は、同種業務を優先的に記載すること 
・技術者がどのような立場で記載する業務に携わっていたのか、わかる資料を添付 

すること  
・本業務を担当する技術者ごとに作成することとし、様式は、適宜複写して使用す 

ること 
④誓約書（様式４） 
・代表者印を押印の上、提出すること 

 ⑤見積書  
・自由様式  
・年度別の内訳（税抜）を作成すること 
・令和５年度（補正予算）二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業） 
の対象内外経費別を明記して記載すること 

 
 
 
 



 
（３）業務提案書 

①表紙 
・様式自由、Ａ４判縦書き、片面印刷、１枚 
・表題は、「八街市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画策定支援業」とする 
②業務の実施  
・Ａ４判４枚以内  
・本業務についての基本的考え方、業務遂行に当たっての提案事項等 
・業務フロー、２年間の全体スケジュール及び工程  
・実施体制及び専門的知識を有する者の配置 
③現状把握、課題、抽出、分析  
・Ａ４判３枚以内 
・本市の地域特性等を踏まえた、現状把握、課題、抽出、分析及び具体的な手法 
・市民、事業者、市の具体的な取組等 
④推進体制 
・Ａ４判５枚以内 
・総合計画及び関連計画との連携体制及び環境に関する事業の考え方 
⑤その他 
・Ａ４判５枚以内 
・計画策定に係る独創的かつ有益な手法及び提案 

（４）提出期限：令和６年８月８日(木) １７時まで(提出期限厳守) 
（５）提出場所 

〒298-1192 
千葉県八街市八街ほ３５番地２９ 
八街市役所 環境経済部 環境課 保全係 

（６）提出方法：郵送(必着)又は持参 
（注意）提出書類の①②③④⑤については、各１部 
（注意）業務提案書については、原本１部・原本の写し１０部を 

ファイル等で製本し提出 
（７）留意事項 

①提出された書類一式については、返却しない。また、業務提案書の提出後は、原則 
として記載内容の変更は認めない。 
②提出された書類は、事業者選定の目的のみに使用する。また、外部への開示は、原 
則行わないが、八街市情報公開条例に基づく公開の対象となることを了承すること。 

 
 



 
６ 質問票の提出 

本プロポーザル及び本業務委託に関する事務的な質問に限り受け付けます。 
質問票(任意様式)により提出してください。 
電話等での問い合わせには応じられません。 

（１）受付期間：令和６年７月８日(月)から令和６年７月２２日(月)正午まで 
（２）提出方法：質問票に質問事項を記入し、添付ファイルにて事務局宛てに電子メールで 

提出してください。 
電子メールの表題は 
『会社名』「プロポーザルに関する質問」に統一してください。 

メールアドレス：skankyo@city.yachimata.lg.jp 
（３）回  答：令和６年７月２９日(月)までに、質問内容と回答を事務局から 

随時電子メールにて事業者に送信予定。 
 
７ 参加資格の決定と通知 
(１)参加資格の決定 

本実施要綱５の参加表明書（様式１）を提出した者について、本実施要綱３、４に規
定する参加資格、失格要件に基づき審査の上、参加の可否を決定し、令和６年８月１５
日（木）までに、参加表明書の提出者に対して通知する。 

 
８ 参加を辞退する場合 
（１）参加表明書（様式１）提出後、参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式５）を事 

務局あてに令和６年８月８日（木）までに郵送(必着)又は持参の上、提出すること。 
 
９ プレゼンテーションの実施 

本実施要綱７（１）参加資格の決定した事業者に対し、以下のとおりプレゼンテーション
を実施する。 
（１）日 程 令和６年８月３０日（金）（予定） 
（２）会 場 八街市役所 会議室（予定） 
（３）出席者  各者３名以内(本業務の主担当者を含む。) 

※主担当者とは市事務局との連絡調整を最も多く行う者で、必ず契約終了まで携わ
る者とする 

（４）発表時間１者当たり  ３０分程度  
①プレゼンテーション      (２０分) 
②提案書の内容等に関する質疑応答(１０分程度) 

（５）その他 



①プレゼンテーション時にパソコン等を使用する場合は、原則各事業者で用意してくだ 
さい。 

②プレゼンテーションに参加できない場合は、選定の対象から除外します。 
③詳細な時間等については、後日電子メール等で通知します。 

 
１０ 受託候補者の審査   

(１) １次審査 
「会社概要」及び「見積書」について、客観的に得点を算出し審査する。 

(２) ２次審査 
八街市職員で構成する「八街市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画策定支

援業に係る事業者選定委員会」(以下、委員会)で、プロポーザル参加事業者の提案内
容等を審査する。 

(３)評価点の配分 
１次審査による評価点は、会社概要評価５０点、見積金額評価１００点として配分 
し満点を１５０点とする。 

なお、見積金額評価は、(業務委託予算限度額内での最低見積額)÷見積額×１００
(小数点以下第１位を四捨五入)の計算により算定する。 

２次審査による評価点は、業務提案内容２８０点(配点４０点×委員７名)、プレゼ
ンテーション７０点(配点１０点×委員７名)の満点３５０点とし、１次２次審査合計
の満点を５００点とする。 

 
【評価点の配分】 

　　【１次審査】 

　 

【２次審査】 

 
１１ 受託候補者等の決定と通知 
（１）受託候補者は、１次審査と２次審査の評価点の合計により決定する。 

 項目 評価事項 配点

 １ 会社概要評価 　５０点

 ２ 見積金額評価 １００点

 合   計 １５０点

 項目 評価事項 配点

 １ 業務提案内容     （40 点×7 名） ２８０点

 ２ プレゼンテーション  （10 点×7 名） 　７０点

 合   計 ３５０点



（２）結果については、公募型プロポーザル方式審査結果通知書により全ての提案者に対し、
通知するとともに八街市ホームページに掲載する。 

（３）受託予定者を決定した過程や評価結果については、八街市情報公開条例に基づき対応
する。 

 
１２ 契約の締結 
（１）市は、受託候補者と業務の詳細等を協議の上、見積書を徴取し契約を締結する。 
（２）受託候補者に事故があり見積書の徴取が不可能となった場合、又は受託候補者との 

協議が整わない場合、市は、次点者と業務の詳細等を協議の上、契約を締結する。 
なお、受託候補者と契約が締結された場合、市は、次点者に速やかに連絡する。 

（３）原則として、契約金額は提案時に提出された見積金額を超えることはできない。 
ただし、協議の結果、設計及び仕様内容等に追加があった場合には、この限りで 

はない。 
 

１３ その他の留意事項 
（１）次のいずれかに該当する場合は、失格又は提出書類を無効とする。 

・受託候補者の決定までの間に参加資格を満たさなくなった場合 
・審査の公平性を害する行為があった場合 
・本要綱に規定する提出書類の提出方法、提出先、提出期限を満たさない場合 
・指定する様式及び記載に関する留意事項等が守られていない場合 
・提出書類の記載に虚偽の記載があった場合 
・提出書類に記載すべき事項の全部又は一部の記載が漏れている場合 

（２）書類の作成、提出及びプレゼンテーションに係る費用は、提案者の負担とする。 
（３）提出された資料は、返却しない 
（４）市は、提出された提案書類について、受託予定者の決定以外に提案者に無断で使用 

しないこととする。 
（５）提出期限以降における提出書類の差換え及び再提出は原則認めない。 
（６）プロポーザルを公正に執行することが困難であると認めるとき、その他止むを得な 

い事情があるときは、プロポーザルを延期、又は中止することがある。 
この場合において、提案者は異議を申し立てることはできない。 

（７）本要綱に定めのない事項については競争性、公平性を考慮のうえ、適宜市が判断す 
るものとする。 

（８）提案者が１者の場合、本プロポーザルを取り止めることがある。 
（９）別途定めるプロポーザル評価基準による参加者の評価点が６割を超えなかったとき 

は、契約を締結しない。 
（10）プロポーザルに係る説明会については、開催を予定していない。 



 
１４ 事務局(問合せ先・提出先) 

八街市役所 
八街市 環境経済部 環境課(担当：田中、細谷) 
住所：〒289-1192 千葉県八街市八街ほ３５番地２９ 
電話：０４３－４４３－１４０６（直通） 
FAX：０４３－４４２－６４１６ 
E-mail：skankyo@city.yachimata.lg.jp 
ホームページ：https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/21/ 

◎スケジュール 
参加申込から契約締結までのスケジュール 
 

 公募開始の公告 令和６年 7 月　8 日(月)

 質問受付期限 令和６年 7 月２２日(月)

 質問回答日 令和６年７月２９日(月)

 参加申込書・企画提案書等の受付期限 令和６年８月　８日(木)

 第１次審査(書類審査)結果通知 令和６年８月１５日(木)

 第２次審査(プレゼンテーション) 令和６年８月３０日(金)（予定）

 第２次審査結果通知 令和６年９月　６日(金)（予定）

 契約締結 令和６年９月下旬　　　（予定）


